
 

 

   電気工事士免状書換え申請に必要な書類 R8.1.1改定 

 

 

 電気工事士免状の書換申請に必要な書類は次のとおりです。 

 
 

  １  電気工事士免状書換申請書  

 ２  戸籍抄本 １通（申請日前６ヶ月以内） 

 ３  交付された免状 

 ４  書換手数料 ２，７００円（※ 山梨県納付済証） ＰＯＳレジ 
 令和８年１月１日改定  

 
 ５  写真２枚 縦４cm×横３cm（申請前６ヶ月以内に撮影した、無帽・正面上半身像の無背景 

 のもので、裏面に氏名を記入したもの） 

      

６ 

 

 
返信用封筒（切手不要。定形郵便サイズ縦235cm×横120cm以内の封筒、免状郵送先
を記入すること） 

 

 

 

  ※収入証紙の販売終了に伴い、令和８年１月より手数料の納付方法は、窓口収納に変更にな

りました。別紙案内を確認の上申請種別の納付連絡票を提示しＰＯＳレジ設置場所で納付し

てください。申請書手数料【山梨県納付済証】は、申請書に貼り付けずに添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【様式５号】（第９条関係）                        R8.1.1改定 
 

 電気工事士免状書換え申請書 

 

 年   月   日 

 

  山梨県知事           殿 

申請者 

                                        住 所  〒          

                                                                                         

                                                                                         

                                            (フリガナ)                                          

                       氏  名                                     

                       生年月日 西暦     年 

                             Ｓ・Ｈ      年      月      日生 

                                   電 話                      

  電気工事士法施行令第５条の規定により電気工事士免状の書換えを、次のとおり申請しま 

 す。 

 免状の種類    第  種電気工事士免状 

 免状の交付番号    山梨県 第       号 

 免状の交付年月日        年   月   日 

 

 ◎書換え事項 

 

 新 
 

 
 
 旧 

 

 ※ 受付欄  ※経過欄 

  

（備考） 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ この申請書には、戸籍抄本及び写真（申請書提出前６ヶ月以内に撮影した縦４㎝、横３㎝の

もので、裏面に氏名を記入すること。）２枚を添付する。 

３ ※印欄には、記入しないこと。 

（注意事項） 

※ 申請手数料〈納付済証〉は、この申請書に貼り付けずに添付すること。 


